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姫路大学教育学部紀要　第 16号（2023）研究論文

1．問題の所在
1 . 1　はじめに
本研究の根底にある問いは「『教師の学び』とはどのようなもの
か？」ということである。一般的には校内外で行われる研修を想起
するだろう。しかし，教師は公的な研修にとどまらずさまざまな場
面で学んでいる。「教師の学び」とは語られる文脈でさまざまな意
味を持つ曖昧なものであり，故に多様性を帯びている。その多様な
学びを通して教師は成長・発達し続ける。このことを共通理解して
おかなければ，フォーマルな研修制度を整備すればよいという安易
な方向に流れる。さらに，制度のみが先行することで学校現場に多
忙感を与える学びの場が増加することを危惧する。
ここ10年間の国の大きな動向として2012年に中央教育審議会

（以下，中教審）から「学び続ける教員像の確立」が提唱されたこ
とから始まる。変動社会を乗り越えるために教師自身が学び続ける
ことが明記された。これを受けて教員の養成・採用・研修の一体化
等新たな制度が確立されてきた。
一方，もう 1つ考えられる教師を取り巻く大きな変化は学校の
働き方改革である。2017年 8月29日付で中教審学校における働き
方改革特別部会から「学校における働き方改革に係る緊急提言」が
出された。緊急提言の内容としては下記の 3点であった。

①校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」を意
識した働き方を進めること
②全ての教育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を
強く推進していくこと
③国として持続可能な勤務環境整備のための支援を充実
させること

この提言以降，学校における働き方改革が叫ばれるようになっ
たものの，「ブラック学校」と揶揄される等，大きな改善が見られ
ないままである。さらに，2023年 8月28日付で中教審質の高い教
師の確保特別部会から緊急提言が出された。教師を取り巻く環境整
備について，直ちに取り組むべき事項として「学校・教師が担う業
務の適正化の一層の推進」，「学校における働き方改革の実効性の
向上等」，「持続可能な勤務環境整備等の支援の充実」の 3点が挙

げられた。2022年度実施の教員勤務実態調査速報値により，教師
の時間外在校等時間の状況は一定程度改善しているものの，依然と
して長時間勤務の教師が多いという勤務実態が明らかになったため
である。近年これまで黙認されてきた教師の勤務実態が明るみにな
り，制度面において施策が打たれることになることで，今般問題と
なっている教師不足を解消することにつながるという見通しであ
る。
教師が学び続けるための制度化を進めつつ，働き方の制度改革
にも着手するという大きな潮流の中に学校現場が置かれている。し
かし，この 2つの改革はどのように進めるかによってその成果が
大きく異なる。仮に公的な研修を重視する体制になると，学校現場
には多忙感が増すこととなる。一方，教師の長時間労働等の諸問題
が解消し，時間的・心理的にゆとりが生まれれば，教師自身は自ら
学ぼうとする。教師を取り巻く状況が大きく変化するか否か，この
2つの制度改革は両輪の関係にあるといえる。

1 . 2　問題の所在と課題
ここ 2， 3年，教師の学びを取り巻く状況が大きく変化しよう
としている。
まず，教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する
法律による教員免許更新制の発展的解消及び新たな研修制度が挙げ
られる。2009年より文部科学省（以下，文科省）は教員免許更新
講習の受講及び修了時の申請を課してきた。だが，加速化する社会
の変化や教師を取り巻く情勢の変化によって，幾度となく見直しが
はかられてきた。さらに，2017年度の文科省の調査により，「教師
不足」に関する回答で採用候補者が免許状の未更新等により採用で
きなかったと答えた教育委員会が一定数存在したことが明るみと
なった。昨今全国的に慢性化する「教師不足」の要因の 1つがこ
の制度にあることも示された。こうした経緯を経て，2021年11月
15日，中教審が示した『「令和の日本型学校教育」を担う新たな教
師の学びの姿の実現に向けて　審議まとめ』において，「『新たな教
師の学びの姿』を実現する上で，教師の学びと免許状の効力を紐
付けた教員免許更新制はその阻害要因となると考えざるを得ない。」
とし，教員免許更新制の発展的解消が示され，2022年 7月 1日に
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施行された。その後，2023年 4月より「新たな教師の学びの姿」
をより高度なものとするために，研修受講履歴管理システムの導入
等，教師の学びを支える新たな仕組みが始まっている。
もう 1つの変化は教員養成にかかわり，教員採用試験の早期化・
複線化である。現在全国的に深刻な教職離れが進んでおり，受験者
数が採用予定者数を下回る「定員割れ」を起こす自治体も出てい
る。こうした現状において，文科省は大学 3年生から受験を可能
とする方針を打ち出した。すでに今夏に実施された教員採用試験か
ら 3年生受験を認めた自治体が複数出ている。今後 3年生受験を
視野に入れて 1， 2年生から自らの教職キャリアを描かなければ
いけない。また，文科省は来年度の試験日程について 6月16日を
標準日とすることも打ち出している。すでにその標準日やそれ以前
に実施することを公表している自治体も存在する。標準日前後に試
験日程が重複した際にはこれまでのように複数自治体の受験をおこ
なうことも難しくなる。教職をめざす学生にとっても，学校現場で
働く臨時的任用教員にとっても，従前の日程から大幅に前倒しにな
ることにより，採用試験にむけた準備や対策を早期化せざるを得な
くなる。
このように制度改革がなされることによって，教師の学びにも
たらす影響は大きい。ただでさえ教職員の長時間労働，学生の教職
離れが社会的な問題となっている今，教師が自主的，主体的に学ぼ
うという状況が難しくなっている。制度改革だけでは解決できない
実態がある中で，こうした状況を打破するためには，教師の声に耳
を傾けながらボトムアップの学びの場を創造していかなければなら
ない。

1 . 3　研究の目的と方法
本稿は阿曽（2018）をもとに，教師の学びを生涯学習の視座か

ら捉えたものである。教師の学びを取り巻く制度が変わった今，教
師の学びのあり方を再考する必要がある。特に今回の制度改革によ
り研修履歴への記録が認められた「自主的な学び」は阿曽（2018）
が取り上げた教師のノンフォーマルな学びとの関連が強い。これま
でに教師の学びを生涯学習の視座から捉えた研究は希少であり，教
師の「自主的な学び」についても十分な議論がなされていない。そ
のため，生涯学習の視座から「自主的な学び」を捉えるためにも，
阿曽（2018）が提唱した教師の成長・発達を支える 3つの学習形
態の意義を補強する必要がある。
さらに，制度改革によって研修履歴への記録が認められた「自
主的な学び」に注目し，今後どのように取り扱われていくかを検討
する必要がある。具体的には下記の 2点について研究をすすめる。

①教師の学びを再考するにあたって，生涯学習の観点か
ら捉えることの意義を補強するために，阿曽（2018）
以降に生涯学習の観点から教師の学びを捉えた文献を
検討する。
②新たな研修制度において取り上げられている「自主的
な学び」に関して自治体間による捉え方の違いを整理
するために研修制度にかかわる文書をもとに検討す
る。

2．生涯学習の視座から捉えた教師の自主的な学び
2 . 1　生涯学習の視座から捉えた教師の成長・発達
教師の学びに関連する内容として教師の成長・発達をどのよう
に捉えるかということが挙げられる。表 1に示したように，秋田
（1999）は近年の生涯発達心理学の観点を参考に 4つのモデルを提
起している。これらのモデルを概観すると，教師としての専門性を
どのような側面から見るかによって教師の成長・発達の捉え方が変
わってくる。もちろん秋田自身もこの 4つのモデルに集約するべ
きではないとしている。教師の成長・発達は，学校文化に埋め込ま
れているものであり，それらは周りの他者との関係性の中から生み
だされるものである。
さらに姫野（2013）も教師の成長・発達を一般化することは非
常に難しく，また，教職課程において同一のカリキュラムで養成す
ることが，同一の成長・発達を保障するものでもないとしている。
この背景には，教師としての成長・発達の端緒が教員養成期よりも
以前，学齢期における教師との出会いなど被教育体験に遡るからで
ある。教師の成長・発達と学びは状況・環境・関係性に起因してい
ると言える。そのため，個別性が高く，画一的なものではない上，
右肩上がりでない。さらに，教師は学齢期から退職後という長いス
パン，つまり生涯に渡って成長・発達すると捉えられる。
今津（2017）も教師発達を「個人が教師を志望してから職業準
備教育を受け，資格を取得し，採用試験に合格して教職に就き，教
職生活を積み重ねて退職するまでの間に，個人としての教師に生じ
た変容の過程」としている。その変容を促す過程として，教員養成
と現職教育を軸とする「フォーマルformal」（公的・定型的）で制
度化された教師教育，短期的で非制度的な援助・介入や，さまざま
な教師集団の「ノンフォーマルnon-formal」（非定形的）あるいは
「インフォーマルinformal」（非公的・私的）な研修・研究活動を取
り上げている。ノンフォーマル学習の具体例としては身近な教師集
団による自主的で自由な研究会等が挙げられる。教師の成長・発達
を生涯発達ととらえることで，ライフサイクル論，発達課題論，成
人発達論，成人学習論など「生涯発達」についての研究成果を積極
的に取り入れやすくなると示している。
その点において，阿曽（2018）は今津（2017）が教師研究を生
涯発達の観点から分類した「フォーマル」（公的・定型的），「イン
フォーマル」（非公的・私的）「ノンフォーマル」（非定型的）に基づき，
源（2007）を参考に複数の観点から詳細に分類し，それぞれのメ
リット，デメリットを明確にすることで 3つの学習形態がお互い
のデメリットを補い合う相補関係にあることを示した。（表 2）本
稿で着目すべき点は，フォーマルな学びに位置付けられていた教員
免許更新講習が廃止となった点と，これまでノンフォーマル学習と
して公に認証されていなかった「自主的な学び」が公的な研修履歴
として記録される点である。詳細は3.1において述べる。

2 . 2　養成・採用・研修の一体化による教職キャリアの形成
阿曽（2018）以降，教師の学びを生涯学習の視座から捉える
意義について補強するものとして広田（2019）を挙げる。中教審
（2015）において教員の養成・採用・研修を一体化した改革を進め
ることが示された。この答申を受けて，各都道府県等の教育委員会
では教員の育成指標を作成し，それに対応した研修を進めてきた。
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この背景には，中教審（2012）にあった「学び続ける教員像の確立」
がある。変動社会を乗り越えるために教師自身が学び続ける必要が
あることは自明である。
広田（2019）は現在進められている教員養成・採用・研修を一
体化した改革について一定の評価はするものの，全体的な問題点と
して「教員の一元的な成長モデル」，「養成と採用と研修にはズレ
が必要」の 2点を挙げている。特に「教員の一元的な成長モデル」
については，各都道府県等教育委員会が作成している育成指標をよ
り細分化した指標や目標にすることになれば，教員の仕事が何重に
も目標だらけになると危惧している。
また，育成指標に関わる制度関連の議論に，教員が個人やイン
フォーマルなグループなどで行う自主的な研修・研究が全く欠落し
ているとし，フォーマルな研修が教師として成長の場であるという
制度設計となっていると指摘している。「養成・採用・研修の一体化」
という視点を重視しながらも，教師自身がフォーマルな学びだけに
傾斜しないように教職キャリアを重ねるための提起が必要である。

2 . 3　対人関係専門職としての成人学習者の学び
さらに，三輪（2023）が掲げる「対人関係専門職としての成人
学習者の学び」に ついても教師の学びを生涯学習の視座から捉える
ことを支持している。三輪（2023）は看護職・教育職・福祉職を
はじめとする人びととかかわり合う仕事をする専門職を「対人関
係専門職（対人支援専門職・対人支援職者）」と表現する。さらに，
対人関係専門職における学びを「省察的実践者」，「成人学習者」，
「学習支援者」という 3つの側面から捉えている。このうち「成人
学習者」の側面として挙げられているのは，自己決定性と経験の尊
重である。成人学習者の自己決定性を尊重する学びは，学ぶ内容や
学び方を自己決定することができるという考え方を示している。ま
た，経験の尊重については，自分自身のアイデンティティを支えて
いる人生経験や職業経験を尊重し，学びに生かしていくことの重要

性が示されることになる。
この 2点をもとに先述の 3つの学びの場を再考する。まず，自
己決定性の尊重という観点からは 3つの学びを捉えると，フォー
マルな学びの場は制度化された学びであるため，学習者である教師
の自己決定性が乏しい。仮に自己決定性が担保されるとしても，研
修内容の選択が委ねられるという程度で，教師自身が学びたいと思
い，受講しているとは言い難い。一方で，ノンフォーマルな学びの
場については，学習内容の選択だけでなく，参加・不参加も本人の
意思によるものであるため，自己決定性が尊重されている。阿曽
（2018）においても，自らの意思で参加できることをメリットとし
て挙げている。インフォーマルな学びについては学習者自身が無意
識的に学んでいる事象を含んでいることから，自己決定をおこなう
場面に遭遇しないと考えられる。
次に，経験の尊重についても検討する。フォーマルな研修にお
いて経験年数による研修も存在するため，一定の教職キャリアに応
じた学びが保障されている。ただ，学校規模や地域性等，教師を取
り巻く環境・状況はさまざまで，姫野（2013）が指摘したように
それぞれの教職キャリアを重ねる。そのため，教師は一律に同じ経
験を経ているわけではないため，教師自身が学びたいと考えてい
る内容とフォーマルな研修が一致するとは言えない。では，ノン
フォーマルな学びの場では経験がどのように生かされているだろう
か。先に挙げた自己決定性と同様に，教師はノンフォーマルな学び
の場への参加を自らの意思で決定する。その決定に際し，自ずと経
験と学習内容が結びつき，学習への動機づけとなる。つまりノン
フォーマルな学びの場においてそれぞれの経験が尊重されていると
いえる。また，インフォーマルな学びに目を向けると，目の前で起
こっているさまざまな出来事をもとに無意識に学び取っていること
から，常に経験とは密接な関係にある。
このように教師を成人学習者と捉えることによって，教師にとっ
てフォーマルな研修だけでなく，ノンフォーマル，インフォーマル

表 1　教師の生涯発達研究の主なモデル（秋田1999を参考に筆者が再構成）
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な学びの場を経験することも必要であるといえる。

3．新たな研修制度における「教師が自主的に参加する研修等」
3 . 1　  「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイ

ドライン」について
文科省（2022）は「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励
に関するガイドライン」（以下，ガイドラインとする）において，
研修履歴の記録の範囲として「必須記録研修等」と「その他任命権
者が必要と認めるものに含まれ得る研修等が挙げられている。「ガ
イドライン」には研修履歴の記録の範囲を一覧にして示されてい
る。

①必須記録研修等
ⅰ）研修実施者が実施する研修 
ⅱ）大学院修学休業により履修した大学院の課程等
ⅲ）  任命権者が開設した免許法認定講習及び認定通信教
育による単位の修得 

②その他任命権者が必要と認めるものに含まれ得る研修等
・職務研修として行われる市町村教育委員会等が実施す
る研修等

・学校現場で日常的な学びとして行われる一定の校内研
修・研究等

・教師が自主的に参加する研修等

「その他任命権者が必要と認めるものに含まれ得る研修等」には
「教師が自主的に参加する研修等」が含まれている。この「教師が
自主的に参加する研修等」については，各都道府県等の教育委員会
が発出した通知によって捉え方が異なる。
貞広（2022）は「研修受講履歴の活用は，教師の自主的な学び
を阻害しかねないという意見もあり，今度，自主的な学びと，必要
とされる学びをどの様に止揚していくかは重要な課題」と指摘して
いる。この指摘のとおり，制度化されていた教員免許更新制が廃止
となり，新たな研修制度において「自主的な学び」が認められるよ
うになったものの，今後「教師が自主的に参加する研修等」がどの
ように認められるかによって，教師自身が求める自主的な学びの場
となり得るかが決定する。
実はこの議論についてはすでに10年前にもおこなわれている。

2012年に中教審が校内研修や自主研修の衰退に対し「近年では学
校の小規模化や年齢構成の変化などによってこうした機能が弱まり
つつあるとの指摘もある」と主張した。それに対し，久保（2013）
は校内研修や自主研修が活性化しない要因について「学校の小規
模化や年齢構成の変化」のみと読み取りかねないとして疑念を抱
いている。さらに日本教師教育学会が学会長名で提出した意見書に
も「自己研鑽の機会も教育行政によって公認されたものだけに限定
することなく多様に認められ保障されなくてはならない」と示され
た。つまり，これまでも教師自身が 3つの学びの場を自己選択し
にくかった要因として，フォーマルな研修は承認されるが，ノン

表 2　教師の成長・発達を支える 3つの学びの場（阿曽2018）
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フォーマルな学びやインフォーマルな学びは承認されていなかった
ことが挙げられる。その点において，「自主的な学び」が研修履歴
に記録できるということは，教師自身が自らの意思で学びの場を選
択することが認められることへとつながっていく。
実際には本制度は文科省が示した「ガイドライン」に基づき，
任命権者による研修推進体制の整備，服務監督権者や学校における
研修推進体制の整備がおこなわれる。本制度は各都道府県等の教育
委員会が中心となり，推進されることとなる。すでに，それぞれの
教育委員会が示す研修推進計画に基づき運用が開始されている。つ
まり，各都道府県等の教育委員会によって「自主的な学び」をどの
ように扱うかが規定されている。本研究においては，現時点でイン
ターネット上に公開されている研修推進計画を集約し，分析をおこ
なっている。今年度より実施されていることから実際には実態がつ
かめない上に，公開されていない教育委員会もある。そのため，現
時点で把握できているものをもとに，「自主的な学び」の捉え方に
特徴があるものを提示する。

3 . 2　  「教師が自主的に参加する研修等」の具体的な例示が示さ
れている研修計画

各都道府県等教育委員会が発出している研修計画において，本
制度改革に関する内容を文科省の「ガイドライン」に明記している
ものが多数見られた。それぞれを検討していくと，「研修履歴への
記録の範囲」に関連する内容には違いが見られる。教師の「自主的
な学び」に対して積極的な姿勢が見られる自治体では，「教師が自
主的に参加する研修等」について具体的な事例を示されていること
が多い。例示としては次のような内容である。

校内研修，各地域の教育研修センター等主催の研修，
教育研究団体主催の研究大会・研修会，
教員が自主的に受講する国や大学等の研修，
教職員支援機構・教職大学院，教科研究会等が主催する
研修・講習
大学・学会が実施する研修
任意団体（会員は教職員が基本）が主催（県内教職員有
志による教科研修会，教科・領域ごとの研究協議会）
組合等の研修会（教職員組合等が主催する研修会）

ここに取り上げたものはいくつかの教育委員会のものであり，
他の教育委員会にも異なる表記での例示も存在する。ただ，この内
容に目を向けると，これまでおこなわれてきた教員免許更新講習に
比べて，教師自身が選択できる幅が広がっていることが理解でき
る。特に「教職員組合等が主催する研修会」については，73年間
という歴史を経て，脈々と続けられている教育研究活動である。そ
れを公に認めるということは歴史的に大きな意味をもたらす。さま
ざまな団体がおこなう学びの場が認証されることは教師の学びがよ
り豊かになることを示唆している。
また，北海道教育委員会（2023）はQ&A形式で本制度について
方針を示しており，「Q23：教員が日常的に行う研修や自主的に行
う研修について，必須記録ではなく，受講者本人が必要と認める場
合としたのはなぜですか。」に対し「A23：実施頻度や研修のスタ
イルも様々なものがあることや，必要な学びは教員個々の状況によ

り異なることなどから，本人が必要とするものを記録することとし
たものです。」，「Q24：管内規模の教科等の学習会やサークルの研
修会などの研修も記録することができますか。」に対し，「A24：当
該研修が，教員等の資質向上のための取組として実施される研修で
あり，受講者本人が必要と認めるものは記録できます。」と答えて
いる。この回答から教師自身が自らのニーズに応じて学びの場を決
定することに対し，承認する姿勢が見られる。
なお，上記の例示が暗に認められるわけではないことを示して
いる自治体もある。山形県教育委員会（2023）は「記録すること
自体が目的とならないように，自らの学びを振り返ったり，校長等
と対話を行ったりする上で有益な研修を選択して研修履歴に記録」
とし，自己省察の機会とする旨を明記している。また，函館市南北
海道教育センター（2023）は「記録対象とする研修は，資質能力
の向上を目的に実施されるものとし，事実上の情報提供や説明会に
とどまるものは対象としません。」と明記しており，教科別協議会
における運営事務を協議する会議や上部組織からの情報伝達を主と
する研修会等は本制度の趣旨に反することを明確に示している。さ
らに，秋田県教育委員会（2022）は「有志等が私的に組織した研
究団体による研修会等」は対象外となる旨も示しており，組織化さ
れた団体であることが条件であることを記載している。これらの自
治体は本研修制度の趣旨を踏まえ，学校現場にその旨を十分に周知
するために説明している。教育行政からこうした姿勢が示されてい
ることを踏まえると，学び手である教師自身も本研修制度を十分理
解し，自らの教職キャリアの形成においてどのような学びの場を経
験すべきか考える必要がある。つまり，教師自身の学びへの主体性
が問われている。

3 . 3　  「教師が自主的に参加する研修等」の具体的な例示が示さ
れていない研修計画

3.2のように研修計画を示している教育委員会がある反面，現時
点でも十分な方針や計画が示されていない教育委員会も存在する。
また，例年どおりの研修計画に文科省の「ガイドライン」を転載し
ている自治体も見受けられる。さらに，示されている方針や計画の
内容に課題が見られる教育委員会もある。
本制度改革以前から研修履歴への記録を実施してきた東京都教
育委員会（2023）は，研修支援システム上に提示される教育委員
会等が実施する研修を研修履歴の記録の範囲及び内容と示してい
る。この方針では，本制度改革がもたらす「教師が自主的に参加す
る研修等」の範囲が限定的になり，真に教師の「自主的な学び」を
推進することにはつながらない。
岡山県教育委員会（2023）は文科省が示した「ガイドライン」
に示された「その他任命権者が必要と認めるものに含まれ得る研修
等」（市町村教育委員会等が実施する研修等，校内研修等，自主的
な研修等）については記録対象研修としないとしている。「必須記
録研修等」のみを講座受付システムに記録することとし，「その他
任命権者が必要と認めるものに含まれ得る研修等」は各市町村教育
委員会，各学校長で独自の電子ファイル等を用いて記録することは
妨げないとしている。これにより，「教師が自主的に参加する研修
等」は岡山県教育委員会が管理するシステム上には記録できないこ
ととなる。こうした背景には研修履歴の記録をいかに現行のシステ



－ 6－

姫路大学教育学部紀要　第 16号（2023）

ムで管理するかという教育行政上の問題を孕んでいる。
この他にも，学校現場における教師や管理職の事務手続き上の
負担を軽減するという意図により，記録内容を簡素化するような自
治体も見受けられる。本制度が形骸化するようなことになれば，公
的に認められた教師の「自主的な学び」を推進することにつながら
ないのではないかと疑念を抱かざるを得ない。
今後国のシステムが構築される来年度以降に具体的な方向性を
示すとしている自治体もあるため，ここに挙げたような憂慮すべき
事例を参考とし，方針・計画を作成することとなれば，フォーマル
な研修優位の現状からの脱却することは難しいだろう。

4．まとめ
4 . 1　成果
本稿では阿曽（2018）に基づき，教師の学びにかかわる制度改
革を踏まえ，教師の学びのあり方を再考した。生涯学習の視座から
教師の学びを捉えるために先行研究を検討したことにより，次の
2点の示唆を得た。

①「養成・採用・研修の一体化」という視点を重視しな
がらも，教師自身がいかにフォーマルな学びだけに傾
斜しないように教職キャリアを重ねるための提起が必
要であること
②教師の学びを成人学習者と捉えることによって，教師
がフォーマルな研修だけでなく，ノンフォーマル，イ
ンフォーマルな学びの場を経験することも必要である
こと

この 2点を視野に入れて，今回の制度改革に伴う各都道府県等
教育委員会が作成した研修計画を検証した。すると，教師の「自主
的な学び」を推進することを視野に入れて方針・計画を示している
自治体が存在することが明らかになった。また，そのような自治体
が示す計画からは教師自身が制度の趣旨を理解し，自らの学びをど
のようにコーディネートするのかということが読み取れた。今後本
制度下において「自主的な学び」をすすめていくためにも，教師自
身の学びへの主体性が重要であることも検証された。制度設計の途
中である自治体も存在することから，今後各自治体においてどのよ
うに方針や計画が作成されるかを注視していく必要がある。さら
に，研修履歴への記録が認められた「自主的な学び」は阿曽（2018）
で取り上げたノンフォーマルな学びとの関連が強いことも視野に入
れると，実際に教師がどのような学びの場を選択し，それらがどの
程度記録可能な「自主的な学び」と認められたのかを検証していく
必要がある。

4 . 2　今後の課題
すでにここまでで述べてきたとおり，本制度改革に伴う研修計
画や方針は各都道府県等教育委員会によってばらつきは見られる。
現在教師の「自主的な学び」，ノンフォーマルな学びを認めていく
方針を出している自治体がある反面，形骸化してしまう可能性があ
る自治体も存在する。本格的な制度設計は今年度から来年度にかけ
ておこなわれると想定されるため，今後も各都道府県等教育委員会
の研修方針や計画にかかわる情報を収集するとともに，実際にどの

ように運用されているかを学校現場で勤務している教師自身から情
報を得る必要がある。それらをもとに，今後どのような学びの場が
教師のニーズに応じた学びの場となるのかを検討していく。教師自
身の問題意識から学びの場が創造され，それらが認められていくこ
とこそ，本当の意味での自主的な学びの場づくりといえるだろう。
今後も教師の声に耳を傾けながら学びの場を創造する。
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